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 平成 28 年 12 月に特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律（IR 推進法）が成

立し、今後は、IR 実施法及びギャンブル等依存症対策基本法の成立が見込まれる中、い

わゆるギャンブル依存症（ギャンブル等にのめり込むことにより日常生活又は社会生活に

支障が出ている状態。以下、「ギャンブル依存症」という。）対策に関する注目度はますま

す高まっている。 
事業開始 2 年目となる平成 30 年度は、ギャンブル依存症及び当センターの活動に関

する周知啓発活動を積極的に行い、ギャンブル依存症者が支援への第一歩目を踏み出せ

るよう、引き続き、無料相談コールセンターで年間 5,000 件の受電を目標に相談応対を

行うとともに、相談者に対し回復支援が必要であった場合には、医療機関や支援施設の

初診料（初回利用料）を助成することで、日常生活・社会生活を円滑に営むための後押

しを図る。 
他方、ギャンブル依存症の全容は十分に解明されていないため、ギャンブル依存症に

関する調査研究等を実施し、ギャンブル依存症の実態把握の一助とする。 

 
 

事業計画 

１．無料相談コールセンター運営事業 

（１）内容 

 

２．ギャンブル依存症者に対する回復支援事業 

（１）内容：上記コールセンターが紹介した他機関での初診料（初回利用料）を助成 

 

３．ギャンブル依存症に関する調査研究事業 

（１）内容 

 

４．ギャンブル依存症予防に関する事業 

（１）内容 
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